
（３）食料・農業・農村基本計画と併せて策定された展望等

新たな基本計画と併せて、農地の見通しと確保、農業構造の展望、農業経営の展望等が
策定されており、それらの内容をここでは紹介します。

ア　農地の見通しと確保
（農地面積の見通し）
令和12（2030）年における農地面積の
見込みは、これまでのすう勢が今後も継続
した場合、令和元（2019）年の農地面積
439.7万haから、農地転用により16万
ha、荒廃農地 1の発生により32万ha減少
し、392万haとなると推計されます。こ
れに、荒廃農地の発生防止や解消の施策効
果を織り込んだ結果、令和12（2030）年
時点で確保される農地面積は、414万ha
と見通されます（図表 特1-12）。

イ　農業構造の展望
（望ましい農業構造の姿）
担い手の育成・確保、担い手への農地集積・集約化等を総合的に推進していく上での将
来のビジョンとして、担い手の姿を示すとともに、望ましい農業構造の姿を明らかにして
います。
多様な経営体が我が国の農業を支えている現状を踏まえ、中山間地域等における地理的
条件や、生産品目の特性等地域の実情に応じ、家族・法人の別等経営形態にかかわらず、
経営改善を目指す農業経営体 2を担い手として育成します。
担い手に利用されていない農地を利用している中小規模の経営体等についても、持続的
に農業生産を行い、担い手とともに地域社会を支えている実態を踏まえて、営農の継続が
図られるよう配慮し、また、担い手やその他の経営体を支える農作業支援者の役割にも留
意する必要があります。
さらに、他産業との人材獲得競争も激化することが予想される中、世代間バランスの取
れた農業構造の確立に向け、農業労働力の見通しについても併せて提示しています。
担い手の姿としては、効率的かつ安定的な農業経営（主たる従事者が他産業従事者と同

1	 用語の解説３（１）を参照
2	 用語の解説１、２（１）を参照

 図表 特1-12 農地面積の見通し

資料：農林水産省作成
注：すう勢は、農地の転用及び荒廃農地の発生が同水準で継続し、

かつ、荒廃農地の発生防止・解消に係る施策を講じないと仮
定した場合の見込み

令和元年現在の農地面積 439.7万ha

これまでのすう勢※が
今後も継続した場合の
令和12年時点の農地面積 392万ha

令和12年時点で確保される農地面積 414万ha

すう勢※ 令和12年までの
農地の増減 施策効果 令和12年までの

農地の増減

農地の転用 △16万ha

荒廃農地の
発生 △32万ha 荒廃農地の

発生防止 +17万ha

荒廃農地の
解消 +５万ha
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等の年間労働時間で地域における他産業従事者と遜色ない水準の生涯所得を確保し得る経
営）になっている経営体及びそれを目指している経営体の両者を併せて、「担い手」とし
ており、ここでいう、効率的かつ安定的な農業経営を目指している経営体とは、（１）「認
定農業者 1」、（２）将来認定農業者となると見込まれる「認定新規就農者」、（３）将来法
人化して認定農業者となることが見込まれる「集落営農」としています。
望ましい農業構造の姿としては、農地中間管理機構の発足（平成26（2014）年）以降、
担い手への農地の集積率が約６割まで上昇している中、基本法第21条を踏まえ、全農地
面積の８割が担い手によって利用される農業構造の確立を目指すこととしています。
その際、中山間地域等の地理的条件や、生産品目の特性等地域の実情に応じて進めてい
くとともに、担い手に利用されていない農地を利用している中小規模の経営体等について
も、担い手とともに地域を支えている実態を踏まえて、営農の継続が図られるよう配慮し
ていきます。また、担い手やその他の経営体を支える農作業支援者の役割にも留意が必要
です（図表 特1-13）。

 図表 特1-13 地域を支える農業経営体

資料：農林水産省作成

効率的かつ安定的な農業経営に
なっている経営体

効率的かつ安定的な農業経営を
目指している経営体

認定農業者

集落営農
（任意組織）

認定新規
就農者

農作業支援者
労働力・技術力等をサポート・支援

個　人
法　人

担い手 その他の多様な
経営体

○継続的に農地利用
　を行う中小規模の経
　営体
○農業を副業的に営
　む経営体（地域農業
　に貢献する半農半Ｘ
　等）等

リースによる
参入企業

（臨時雇い、コントラクター、ヘルパー組織、次世代型サービス事業体　等）

農協・法
人の品目
部会等

連携・
協働

農業就業者（基幹的農業従事者 2、雇用者（常雇い 3）及び役員等（年間150日以上農業
に従事））について、近年のすう勢を基に試算を行い、これまでの傾向が続いた場合、農
業就業者数は、令和12（2030）年に131万人、そのうち49歳以下は28万人と見通され
ますが、持続可能な農業構造が実現するよう、農業の内外からの青年層の新規就農を促進
し、減少が続く基幹的農業従事者（49歳以下）の数を維持するとともに、雇用者（常雇
い・49歳以下）が平成22（2010）年から平成27（2015）年までの1/2程度の増加ペー
スで増加すること等を前提とすれば、農業就業者数は、令和12（2030）年に140万人、
そのうち49歳以下が37万人となります。

ウ　農業経営の展望
（農業経営モデル等の提示）
新たな基本計画における「農業経営の展望」は、担い手や労働力の確保が益々困難にな

1	 用語の解説３（１）を参照
2、3	 用語の解説１、２（４）を参照
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